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第３回定例会において本委員会に付託された案件は、第８９号議案令

和６年度大分県病院事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９

０号議案令和６年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて、第９１号議案令和６年度大分県工業用水道事業会計利益の処分及

び決算の認定について、第９２号議案令和６年度大分県一般会計歳入歳

出決算の認定について及び第９３号議案から第１０２号議案までの令和

６年度各特別会計歳入歳出決算の認定についてである。 
委員会は、９月３０日から１１月５日までの間に７回開催し、会計管

理者及び監査委員並びに部局長ほか関係者の出席、説明を求め、予算の

執行が適正かつ効果的に行われたか、また、その結果どのような事業効

果がもたらされたか等について慎重に審査した。 
以下、決算の概要（利益の処分を含む）及び審査結果について報告す

る。  
 

１ 決算（利益及び資本剰余金の処分を含む）の概要 

 

（１）令和６年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の概要について 

①一般会計 

令和６年度の一般会計の歳入決算額は７，３７２億８，３３６万４１

９円で、前年度に比べ１８９億８，９２２万１，２７７円（２．５１％）

減少した。歳出決算額は７，０２４億７，３５７万１，５１１円で、前

年度に比べ２１２億４，０１８万３，１４７円（２．９３％）減少した。 
この結果、形式収支は３４８億９７８万８，９０８円の黒字、形式収

支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は９０億７，７

８０万３６４円の黒字となっている。 
収入未済額は１３億３３万７５３円で、県税の収入未済が６，３５６

万４，２６２円減少したこと等により、前年度に比べ９，１７８万５，

２３２円（６．５９％）減少している。 
不納欠損額は１億８，１０９万７，０９６円で、前年度に比べ、県税

が６，４１９万９，３３６円増加したこと等により、９，１２３万５，

４８３円（２０１．５３％）増加している。 
 

②特別会計 

１０の特別会計の歳入決算額の合計は２，５６４億３，７５４万８，

５０６円で、前年度に比べ１６億１，８８０万１２１円（０．６３％）
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減少し、歳出決算額は２，５１２億４，７４９万１６０円で、前年度に

比べ７億５，４２５万４，９３１円（０．３％）減少している。 
この結果、形式収支は５１億９，００５万８，３４６円の黒字、実質

収支は４４億３，４０５万８，３４６円の黒字となっている。 
収入未済額は１０億９６５万８，３２３円で、母子父子寡婦福祉資金

が減少したことなどにより、前年度に比べ２９６万８，２０２円（０．

２９％）減少している。 
不納欠損額は２１３万８，７４６円で、前年度に比べ、母子父子寡婦

福祉資金が増加したことにより、２０３万４，８６６円（２，０５８．

８６％）の増となっている。 
 

（２）令和６年度大分県病院事業会計決算（利益の処分含む）の概要に

ついて 

令和６年度の大分県病院事業における収益的収支の決算額は、病院事

業収益が２１４億７，９７５万４，９４５円、病院事業費用は２２７億

１，６１０万４，３４２円、資本的収支の決算額は、資本的収入が６億

４，２２５万６千円、資本的支出は２０億４，４３９万６，３００円と

なった。 
経営の状況は、経常損失１０億１，６５９万５，２６１円（金額は消

費税及び地方消費税抜き。以下同じ。）で、前年度に比べ４億１，２６

４万５，７１８円（６８．３２％）増加している。これに特別利益３，

３００万７，５３２円と特別損失３億２，９７６万６，１９５円を加減

した当年度純損失は１３億１，３３５万３，９２４円となった。また、

これに前年度繰越利益剰余金４７億９，２４２万６，２４３円、減債積

立金取崩額３億５，５１５万３，６６２円を加えた当年度未処分利益剰

余金は３８億３，４２２万５，９８１円となり、前年度に比べ１３億１，

３３５万３，９２４円（２５．５１％）の減となった。また、財政状態

は、資産合計２２２億６，６７１万１３６円、負債合計１６７億９，４

６４万２，９４２円、資本金及び剰余金５４億７，２０６万７，１９４

円となっている。 
なお、当年度未処分利益剰余金３８億３，４２２万５，９８１円の処

分案については、減債積立金への積立３億６，７３５万５，４５８円と

なっている。 
 

（３) 令和６年度大分県電気事業会計及び大分県工業用水道事業会計決

算（利益の処分を含む）の概要について 
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①電気事業会計 

令和６年度の電気事業における収益的収支の決算額は、電気事業収益

が３３億１９７万９，０５３円、電気事業費用は２６億３，０５４万５

５６円、資本的収支の決算額は、資本的収入が１５億５，７７９万６，

５８７円、資本的支出は２６億８，０９９万９，１４０円となった｡ 

経営の状況は、経常利益５億５，２１１万７，６９５円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同じ。）で、前年度に比べ、４億１，３６

０万２，８５１円（４２．８３％）減少している。また、特別損失３，

２８２万９，４６０円を計上したため、当年度純利益は５億１，９２８

万８，２３５円となった。また、これに前年度繰越利益剰余金８億６千

万８，９０３円、減債積立金取崩額４億９，５５０万６，０５３円を加

えた当年度未処分利益剰余金は１８億７，４８０万３，１９１円となり、

前年度に比べ４億９，６９２万９，１７０円（３６．１％）の増となっ

た。 

また、財政状態は、資産合計３２３億１，５８０万５，８００円、負

債合計１４３億６，５８０万５，２１９円、資本金及び剰余金１７９億

５千万５８１円となっている。 

なお、当年度未処分利益剰余金１８億７，４８０万３，１９１円の処

分案については、減債積立金への積立４億５，３８１万３，３１０円、

建設改良積立金への積立４，５４７万４，９２５円、地域振興積立金へ

の積立２千万円となっている。 

 

②工業用水道事業会計 

令和６年度の工業用水道事業における収益的収支の決算額は、工業用

水道事業収益が２５億３，００９万１２円、工業用水道事業費用は１９

億３，７５７万２，６５１円、資本的収支の決算額は、資本的収入が６

７６万６，４５３円、資本的支出は１７億７，８４３万８，７４４円と

なった。 
経営の状況は、経常利益４億５，５３７万４，３８２円（金額は消費

税及び地方消費税抜き。以下同じ。）で、前年度に比べ５，６１４万８，

６４１円（１４．０６％）増加している。また、特別損失１，６８０万

４５２円を計上したため、当年度純利益は４億３，８５７万３，９３０

円となった。また、これに前年度繰越利益剰余金４億５，３９５万９，

１２９円、減債積立金取崩額８，４３５万８，４５５円を加えた当年度

未処分利益剰余金は２３億９，５６２万５，５１４円となり、前年度に

比べ１５億４，２４４万６４４円（２８０．７９％）の増となった。 
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また、財政状態は、資産合計２５４億９，７３３万４，６８２円、負

債合計５５億１，５１０万２４２円、資本金及び剰余金１９９億８，２

２３万４，４４０円となっている。 
なお、当年度未処分利益剰余金２３億９，５６２万５，５１４円の処

分案については、減債積立金への積立６，１５２万９，５４４円、建設

改良積立金への積立３億７，７０４万４，３８６円となっている。 
 
２ 審査結果 

 

令和６年度の予算に計上された各般の事務事業は、主要な施策の成果

（事務事業評価）における個々の成果指標の設定に、さらなる検討の余

地がある点も見受けられるものの、議決の趣旨に沿っておおむね適正な

執行が行われており、総じて順調な成果を収めているものと認められる。 

歳入確保の観点においても、県税等の徴収強化に努め収入未済額を縮

減するなど、概ね適切に取り組まれていると認められる。なお、使用料

の減免については、その目的や必要性をより丁寧に議会に説明するよう

努められたい。 

審査の結果、第８９号議案令和６年度大分県病院事業会計利益の処分

及び決算の認定について、第９０号議案令和６年度大分県電気事業会計

利益の処分及び決算の認定について、第９１号議案令和６年度大分県工

業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、それぞれ可決

及び認定すべきもの、第９２号議案から第１０２号議案までの令和６年

度大分県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定については、いず

れも認定すべきものと決定した。 

なお、本委員会として、今後、特に改善又は検討を求める事項につい

て、次の項目に取りまとめたので、令和８年度の予算案に反映させるな

ど、適時適切な措置を講じられたい。 

 

（１）財政運営の健全化について 

令和６年度普通会計決算について、財政構造の弾力性を示す経常収支

比率は、県税収入や地方交付税の増により経常収入が増加したものの、

退職手当の増や国土強靭化対策の推進等による公債費の増などにより経

常経費も増加したため、９２．３％と前年度から０．２ポイント増加し

た。また、実質公債費比率は、０．７ポイント上昇し１０．５％となり、

平成２９年度以来の１０％台となった。一方、一般会計等が将来負担す

べき負債等の割合を示す将来負担比率は、県税等の増加に加え、交付税
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措置のない県債の発行抑制などにより、前年度から２．７ポイント下が

り１６１．９％と改善した。 
また、県債残高は、臨時財政対策債の償還が進んだことに加え、交付

税措置のない県債の発行抑制に取り組んだ結果、前年度に比べ約８０億

円減少し、約１兆５１７億円となった。臨時財政対策債等を除いた実質

的な残高は、約３０億円増加の約６，１５３億円となったが、大分県行

財政改革推進計画の目標である６，５００億円を大幅に下回った。 
今後とも、人口減少や公共施設等の老朽化への対策、社会保障関係経

費など、行政需要の増大が予想される。加えて、金利のある世界に踏み

出した今、今後の公債費の増嵩に留意する必要がある。 
このため、令和６年９月に策定した大分県行財政改革推進計画２０２

４に基づき、財源確保の強化、事業の選択と集中、スクラップアンドビ

ルドを徹底するなど、今後とも行財政改革に取り組まれたい。 
 
（２）収入未済額の縮減等について 

令和６年度一般会計及び特別会計の収入未済合計額は２３億９９８万

９，０７６円で、前年度に比べ９，４７５万３，４３４円（３．９４％）

減少した。 
一般会計は、県税の収入未済額の約７割を占める個人県民税について、

市町村と連携した徴収強化に努めたこと等により、前年度に比べ６，３

５６万４，２６２円（８．１６％）減少した。 
特別会計は、母子父子寡婦福祉資金の収入未済額が減少したこと等に

より、前年度に比べ２９６万８，２０２円（０．２９％）減少している。 
ついては、今後も公平な負担と自主財源確保の観点に立ち、引き続き

収入未済額の縮減と新たな発生防止に努められたい。 
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（３）個別事項について 

①生成ＡＩの活用について 

近年、官民を問わず生成ＡＩの活用が急速に進んでおり、地方自治体

においても住民サービスの向上と業務効率化のため、試験的導入や業務

への活用が行われている。 

県では、大分県行財政改革推進計画２０２４や大分県職員デジタル改

革行動指針等を定めるとともに、利用ガイドラインも整備し、令和６年

度は生成ＡＩの実証を行って職員の負担軽減につなげている。また、令

和７年度からはデジタル政策課を新設して推進体制を強化し、生成ＡＩ

の積極的な活用を図っている。 

特に、令和７年７月からはセキュリティの高いＬＧＷＡＮ環境でも利

用可能なｅｘａＢａｓｅ生成ＡＩの全庁利用を開始し、研修等を実施し

ながら本格運用を開始しており、今後の成果が期待されている。 

県においては、生成ＡＩの活用がより多くの業務分野に広がり、実質

的な成果につながるよう、有効なノウハウの蓄積と共有を図り、新たな

技術開発の動きを捉えながら、引き続き推進に取り組まれたい。 

 

②ホーバークラフトの利用促進について 

県では、国内外の航空需要を確実に取り込み地方創生を加速させるた

め、令和２年３月に空港アクセスの改善のためホーバークラフトの導入

を決定し、地方創生拠点整備交付金等を活用してホーバークラフトの調

達と発着地の整備を行ってきた。 

令和２年１０月にホーバークラフトの運航事業者が決定され、令和５

年度中に船体３隻の引き渡しが行われ、令和７年６月に国土交通省の安

全確認検査に合格し、同年７月より定期航路の運航が開始されている。 

現状では安全運航や訓練時間の確保を重視したダイヤ編成が行われて

いるが、運航事業者においては、事業を２０年間継続するために、収支

の安定が不可欠であり、搭乗率の向上を図っていく必要がある。また、

県においては、騒音や水しぶきの影響など周辺環境にも配慮しながら、

ターミナルへのアクセス改善や広報のさらなる充実等を図っていく必要

がある。 

ついては、今後、運航事業者との連携を一層密にし、関係部局や企業

・団体等との連携も強化しながら、空港アクセス改善により利便性を高

めるためホーバークラフトの利用促進に向けて取り組まれたい。 
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③県立病院への支援について 

県立病院は、救急医療や周産期医療、感染症対応等、採算性は低いも

のの県民にとって欠かせない政策医療を担っており、安定的な医療提供

体制を確保するために、これらの診療に係る収入のみで賄いきれない費

用等について、地方公営企業法に基づき県が負担金を拠出している。 

しかしながら、病院事業は、令和５年度決算で１７年ぶりに赤字を計

上、令和６年度決算も大幅な赤字となっており、収益の確保や費用の削

減による経営基盤のさらなる強化が県立病院の喫緊の課題となっている。 

そこで、県立病院においては、本年３月に経営改善アクションプラン

を策定し、令和８年度までの収支均衡を目指し取組を進めているが、長

引く物価高と人件費の上昇等による経営状況の変化等により、予断を許

さない厳しい経営状況が続いている。 

今後も、県立病院が県民の安心・安全を支える基幹病院として必要な

医療体制が維持できるよう、社会情勢や経営状況を踏まえた病院事業の

支援に努められたい。また、物価や人件費の上昇に応じた診療報酬の改

定や緊急的な財政支援等、国に対して機会あるごとに要望されたい。 

 

④浄化槽の適正な維持管理について 

浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）では、浄化槽の管理の一環

として、浄化槽管理者に対して設置状況や機能を客観的に把握すること

を求めており、その方法として都道府県知事の指定する指定検査機関の

行う水質に関する検査を受けることを義務付けている。 

しかしながら、既存の浄化槽を対象とする同法第１１条に基づく法定

検査の令和５年度における県内受検率は、４５．０％と低調な状況とな

っている。 

浄化槽の適正な維持管理は公衆衛生の確保と地球環境、特に水環境の

保全のために不可欠であることから、引き続き、法定協議会の開催や広

報啓発等の取組を通じて、法定検査の受検率の向上に努められたい。 

 

⑤持続可能な観光地域づくりについて 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後、本県における観光客

数は回復傾向にある。令和６年４月から６月にかけて実施したデスティ

ネーションキャンペーンは、目標の１２０億円を上回る約１４６億円の

経済波及効果があった。また、令和６年の県内外国人宿泊者数は約１５

６万９千人と過去最高を記録するなど順調に推移しており、これまでの

取組については一定の成果が出ている。 
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一方で、特定の観光地への集中や二次交通の不足といった課題も見受

けられた。また、外国人宿泊客数においては、海外プロモーション等に

より増加が期待されるところである。 

ついては、さらなる誘客の促進、県内各地への周遊を促すため、デス

ティネーションキャンペーンや大阪・関西万博出展事業で培ったノウハ

ウを活用するとともに、庁内各部局と連携した横断的な取組を強化し、

観光資源の磨き上げや地域における観光消費の拡大に取り組まれたい。

また、観光振興に必要となる財源の確保を図り、県観光のより一層の発

展に向けた観光推進体制の強化、持続可能な観光地域づくりに努められ

たい。 
 
⑥県内中小企業等の支援について 

最低賃金が大幅に上昇する中、県では生産性向上による持続的な賃上

げの実現を図るため、国の業務改善助成金の採択を受けた中小企業等に

対する県独自の上乗せ支援を行っている。令和６年度の実績では、目標

値を上回る２５４件の申請があり、そのうち１８１件に上乗せ支援を行

っている。県独自の上乗せ支援を行うことで、国の業務改善助成金の申

請件数が９件から３０２件へと大幅に増加するなど、中小企業等の支援

として一定の効果を上げている一方、県内には約３２，０００社の中小

企業等が存在することを考えると、さらなる支援の充実を図っていく必

要がある。 

ついては、より多くの中小企業等に支援策が届くよう、一層の周知に

努めるとともに、県内中小企業等の状況に応じた支援策となるよう国に

対して要望されたい。 

 

⑦県産農林水産物のさらなる海外市場拡大について 

県は、ブランドおおいた輸出促進協議会を通じて、県産農林水産物の

海外輸出の促進や販路開拓の推進に取り組んでおり、令和６年度は世界

的な日本食需要の拡大や円安も追い風となり、輸出額は過去最高の５７

.９億円となった。 

そのような状況にある一方で、昨今は中国による水産物輸入の一時停

止や米国から追加関税が課されるなど、輸出先国によるルールの変更も

行われてきている。 

ついては、海外輸出の主要品目であるおおいた和牛や養殖ブリ、木材

を含めた県産農林水産物の海外市場での認知度やブランド力をさらに向

上・確立させることに加え、輸出先のニーズや規制の変化に柔軟に対応



11 
 

することで、販路を開拓・拡大していくことが望まれる。 

県産農林水産物の海外における競争力強化と、輸出先国の多角化や輸

出品目と取引量の拡大に向けた取組のさらなる推進に努められたい。 

 

⑧道路・河川等の維持管理について 

道路や河川等の維持管理は県民の安全・安心の確保に必要不可欠であ

り、県は令和６年度から道路の維持管理予算を増額し、通学路や観光地

へのアクセス道路など、県民要望による草刈り等に対応している。 

しかしながら、道路法面から歩道まで伸びた雑草や河川に繁茂した雑

草等による交通安全や生活環境上の課題が依然として見られ、高齢化が

進む自治会やボランティアによる地域の美化活動では対応困難な状況が

顕著になっている。 

ついては、道路や河川等の草刈りなどの維持管理を計画的かつ持続的

に実施できるよう維持管理予算のさらなる確保と、あわせてラジコン式

草刈機等の機材配備や業者委託の拡充を図り、道路や河川等の適切な維

持管理活動に引き続き努められたい。 

 

⑨大分スポーツ公園の持続可能な運営について 

大分スポーツ公園の維持管理費は年間約５億円の規模となっており、

指定管理者制度の下での使用料減免等が行われている。 

県においては、昨今の物価上昇等を背景に、経費の実情を踏まえた使

用料などを検討するとともに、使用する団体の使用料減免の運用につい

ては今後も関係部局の意見聴取を行う等、施設の持続可能な運営に努め、

アクセス改善や施設維持に必要な予算を確保し、大分スポーツ公園の利

便性向上に向けた取組を一層推進されたい。 

 

⑩遠隔教育のあり方について 

県内の高校では生徒数や教員配置数の減少により、科目の選択や多様

な志望を持つ生徒へのきめ細かな指導が課題となってくる。これに対応

するため、県は令和７年度、大分市に遠隔教育配信センターを設置し、

双方向型授業と生徒進学支援オプションによる学習支援を展開している。

今年度は県立高校普通科設置校４校で先行導入し、難関大学志望者向け

の授業を配信しており、また、夏休みの特別授業には県内２３校から多

くの生徒が参加している。 

一方、公教育においては、学びの充実や効果が幅広い層に寄与するこ

とも重要である。 
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ついては、今後も遠隔教育の対象や内容を工夫し、地域や学力層を問

わず多くの生徒に効果が及ぶよう取り組むとともに、生徒のニーズや学

習成果の分析を踏まえ、幅広い生徒が希望する学習機会を享受できるよ

う努められたい。 


